
別紙様式第十七号の五（第二百八条の二十三第一項関係） 

（日本産業規格А４） 

第  期事業報告書 

年  月  日提出 

                       商号又は名称 

                       所在地                 

                       代表者の役職氏名          印 

１ 業務の状況 

⑴ 当期の業務概要 

（注意事項） 

最終指定親会社について、当期における事業活動に関する概況、事業成績の概況その他営

業成績に影響を及ぼした重要事項の概要を記載すること。なお、子法人等（法第 57 条の２第

９項に規定する子法人等をいう。以下この様式において同じ。）に係る重要な事項の概要に

ついても記載すること。 

⑵ 子法人等の状況 

① 子法人等の数の増減

前 期 末 当 期 末 増減（△）

子 会 社

子 会 社 等

関 連 会 社 等

合     計

 （注意事項） 

「子会社」とは法第 29 条の４第４項に規定する子会社を、「子会社等」とは令第 15 条の

16 の 2 第 2 項に規定する子会社等のうち当該子会社を除いたものを、「関連会社等」とは

同条第3項に規定する関連会社等をいう。 

② 最終指定親会社及びその子法人等に係る資本関係図 

（注意事項） 

１ 最終指定親会社の子法人等ごとに、最終指定親会社及び他の子法人等の議決権保有割合

を記載すること。 

２ 最終指定親会社の子法人等のうち当該最終指定親会社の財務計算に関する書類の内容に

重要な影響を与えないものについては、記載を省略することができる。 

③ 子法人等の概況 

商号又は名称 所在地
資本金

の額等

主な事業の

内容 

最終指定親会社

の 

議決権保有割合

最終指定親会

社及び他の子

法人等の議決

権保有割合 

役員の兼

任等 

 ％ ％

（注意事項） 

  １ 「商号又は名称」及び「所在地」の欄は、最終指定親会社の子法人等が外国の法人その

他の団体である場合には、英語で記載することができる。 

２ 「資本金の額等」の欄には、資本金の額、基金の総額又は出資の総額を記載すること。

この場合において、最終指定親会社の子法人等が外国の法人その他の団体であるときは、

年  月  日から

年  月  日まで 



外国通貨をもって記載することができる。この場合において、第３条の規定は、適用しな

い。 

３ 最終指定親会社の子法人等のうち当該最終指定親会社の財務計算に関する書類の内容に

重要な影響を与えないものについては、「資本金の額等」、「主な事業の内容」、「最終

指定親会社の議決権保有割合」、「最終指定親会社及び他の子法人等の議決権保有割合」

及び「役員の兼任等」の欄の記載を省略することができる。 

  ④ 子法人等の財務内容 

商号又

は名称
決算日 営業収益 経常利益 当期利益 純資産額 総資産額

最終指定

親会社へ

の配当額 

（注意事項） 

１ 最終指定親会社の子法人等のうち当該最終指定親会社の財務計算に関する書類の内容に

重要な影響を与えないものについては、記載を省略することができる。 

２ 「決算日」の欄は、連結財務諸表の作成の基礎とした財務諸表に係る決算日又は仮決算

日を記載すること。 

３ 「営業収益」の欄は、売上高その他これに準ずるものを含めて記載すること。 

４ 最終指定親会社の子法人等が外国の法人その他の団体であるときは、外国通貨をもって

記載することができる。この場合において、第３条の規定は、適用しない。 

⑶ 役員及び使用人の状況  

  ① 役員及び使用人の総数 

役  員 使用人 計 
うち非常勤 

最終指定親会社            名         名         名        名 

子法人等          名          名       名       名 

（注意事項） 

当期末現在における役員及び使用人について記載すること。 

② 最終指定親会社の役員の状況 

役職名 氏名又は名称 
兼  職  の  状  況 

商号又は名称 役職名 代表権の有無 

（注意事項） 

最終指定親会社の当期末現在における役員について記載すること。なお、「兼職の状

況」の欄には、兼職先の商号又は名称並びに兼職先における役職名及び代表権の有無を記載

すること。ただし、会計参与及び監査役にあっては、「兼職の状況」の欄の記載を要しない。 

⑷ 株式等に係る議決権の保有者の状況 

氏 名 又 は 名 称 住所又は所在地 割        合 

％

その他の議決権の保有者（    名）

       計     （     名 ）  100％

（注意事項） 



最終指定親会社の当期末現在における株式等に係る議決権の保有数の上位10位までの株

主又は出資者について記載すること。なお、「割合」の欄には、小数点以下第３位以下を切

り捨て、小数点以下第２位まで記載すること。 

⑸ 株主総会等の決議事項の要旨 

（注意事項） 

最終指定親会社の当期に係る定時及び臨時株主総会等（これらに準ずる機関を含む。）の

開催年月日及び決議事項の要旨を簡潔に記載すること。 

⑹ 連結自己資本規制比率の状況 

（記載要領） 

      最終指定親会社の連結自己資本規制比率の状況を様式Ａにより記載すること。ただし、第

208条の28第１項に規定する金融庁長官が定める場合にあっては、連結自己資本規制比率を様

式Ｂ－１により、連結資本バッファー比率のうちカウンター・シクリカル・バッファー比率

を様式Ｂ－２により、それぞれ記載すること。 

（様式Ａ） 

当   期   末 

基本的項目                     (Ａ)            百万円

補完的項目 

その他有価証券評価差額金（評価益）等  

金融商品取引責任準備金等  

一般貸倒引当金  

長期劣後債務  

短期劣後債務  

計                   (Ｂ)  

控除資産                      (Ｃ)  

固定化されていない自己資本(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)     (Ｄ)  

リスク相当額

 市場リスク相当額  

 取引先リスク相当額  

 基礎的リスク相当額  

計                   (Ｅ)  

連結自己資本規制比率 (Ｄ)／(Ｅ)×100       ％

（注意事項）

１ 連結自己資本規制比率は、小数点以下第２位以下を切り捨て、小数点以下第１位まで記

載し、その他は、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

２ 別紙様式第12号１(11)の注意事項３に準じて注記すること。 

（様式Ｂ－１） 

信用リスク・アセット算出手法  

（単位：百万円） 

項  目 前期末 当期末 



 経過措置

による不

算入額 

 経過措置

による不

算入額 

普通株式等Tier１資本に係る基礎項目 

普通株式に係る株主資本の額     

うち、資本金及び資本剰余金の額     

うち、利益剰余金の額     

うち、自己株式の額（△）     

うち、社外流出予定額（△）     

うち、上記以外に該当するものの額     

普通株式に係る新株予約権の額     

その他の包括利益累計額及びその他公表準備

金の額 

普通株式等 Tier１資本に係る調整後非支配株

主持分の額 

公的機関による資本の増強に関する措置に係

る経過措置により普通株式等 Tier１資本に係

る基礎項目の額に算入されるものの額 

非支配株主持分等に係る経過措置により普通

株式等 Tier１資本に係る基礎項目の額に算入

されるものの額 

普通株式等 Tier１資本に係る基礎項目の額

（イ） 

普通株式等Tier１資本に係る調整項目 

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・

ライツに係るものを除く。）の額の合計額 

 うち、のれんに係るもの（のれん相当差

額を含む。）の額 

 うち、のれん及びモーゲージ・サービシ

ング・ライツに係るもの以外のものの額 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除

く。）の額 

繰延ヘッジ損益の額     

適格引当金不足額     

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当す     

る額     

負債の時価評価により生じた時価評価差額で

あって自己資本に算入される額 

退職給付に係る資産の額     

自己保有普通株式（純資産の部に計上される

ものを除く。）の額 

意図的に保有している他の金融機関等の普通

株式の額 

少数出資金融機関等の普通株式の額     

特定項目に係る10％基準超過額     



 うち、その他金融機関等に係る対象資本

調達手段のうち普通株式に該当するもの

に関連するものの額 

 うち、無形固定資産（モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものに限る。）

に関連するものの額 

 うち、繰延税金資産（一時差異に係るも

のに限る。）に関連するものの額 

特定項目に係る15％基準超過額     

 うち、その他金融機関等に係る対象資本

調達手段のうち普通株式に該当するもの

に関連するものの額 

うち、無形固定資産（モーゲージ・サー

ビシング・ライツに係るものに限る。）

に関連するものの額 

うち、繰延税金資産（一時差異に係るも

のに限る。）に関連するものの額 

その他Tier１資本不足額     

普通株式等 Tier１資本に係る調整項目の額

（ロ） 

普通株式等Tier１資本 

普通株式等 Tier１資本の額（（イ）－

（ロ））（ハ） 

その他Tier１資本に係る基礎項目 

その他 Tier１資本調達手段に係る株主資本の

額 

その他 Tier１資本調達手段に係る新株予約権

の額 

その他Tier１資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行するその他 Tier１資本

調達手段の額 

その他 Tier１資本調達手段に係る調整後非支

配株主持分等の額 

適格旧 Tier１資本調達手段の額のうちその他

Tier１資本に係る基礎項目の額に含まれる額 

 うち、最終指定親会社及び最終指定親会      

 社の特別目的会社等の発行する資本調達

手段の額 

 うち、最終指定親会社の連結子法人等

（最終指定親会社の特別目的会社等を除

く。）の発行する資本調達手段の額 

その他の包括利益累計額に係る経過措置によ

りその他 Tier１資本に係る基礎項目の額に算

入されるものの額 

非支配株主持分等に係る経過措置によりその

他 Tier１資本に係る基礎項目の額に算入され



るものの額 

その他Tier１資本に係る基礎項目の額（ニ）     

その他Tier１資本に係る調整項目 

自己保有その他Tier１資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等のその

他Tier１資本調達手段の額 

少数出資金融機関等のその他 Tier１資本調達

手段の額 

その他金融機関等のその他 Tier１資本調達手

段の額 

調整項目に係る経過措置によりその他 Tier１

資本に係る調整項目の額に算入されるものの

額 

Tier２資本不足額     

その他Tier１資本に係る調整項目の額（ホ）     

その他Tier１資本 

その他 Tier１資本の額（（ニ）－（ホ））

（ヘ） 

Tier１資本 

Tier１資本の額（（ハ）＋（ヘ））（ト）     

Tier２資本に係る基礎項目 

Tier２資本調達手段に係る株主資本の額     

Tier２資本調達手段に係る新株予約権の額     

Tier２資本調達手段に係る負債の額     

特別目的会社等の発行する Tier２資本調達手

段の額 

Tier２資本に係る調整後非支配株主持分等の

額 

適格旧 Tier２資本調達手段の額のうち Tier２

資本に係る基礎項目の額に含まれる額 

 うち、最終指定親会社及び最終指定親会

社の特別目的会社等の発行する資本調達

手段の額 

 うち、最終指定親会社の連結子法人等

（最終指定親会社の特別目的会社等を除

く。）の発行する資本調達手段の額 

一般貸倒引当金 Tier２算入額及び適格引当金

Tier２算入額の合計額 

 うち、一般貸倒引当金Tier２算入額     

うち、適格引当金Tier２算入額     

公的機関による資本の増強に関する措置に係

る経過措置により Tier２資本に係る基礎項目

の額に算入されるものの額 

その他の包括利益累計額に係る経過措置によ

り Tier２資本に係る基礎項目の額に算入され



るものの額 

非支配株主持分等に係る経過措置により Tier

２資本に係る基礎項目の額に算入されるもの

の額 

Tier２資本に係る基礎項目の額（チ）     

Tier２資本に係る調整項目 

自己保有Tier２資本調達手段の額     

意図的に保有している他の金融機関等の Tier

２資本調達手段の額 

少数出資金融機関等の Tier２資本調達手段の

額 

その他金融機関等のTier２資本調達手段の額     

調整項目に係る経過措置により Tier２資本に

係る調整項目の額に算入されるものの額 

Tier２資本に係る調整項目の額（リ）     

Tier２資本 

Tier２資本の額（（チ）－（リ））（ヌ）     

総自己資本  

総自己資本合計（（ト）＋（ヌ））（ル）     

リスク・アセット等 

信用リスク・アセットの額の合計額     

 資産（オン・バランス）項目     

  調整項目に係る経過措置によりリ

スク・アセットの額に算入される

ものの額 

 オフ・バランス取引等項目     

 CVAリスク相当額を８％で除して得た額

 中央清算機関関連エクスポージャーに

係る信用リスク・アセットの額 

マーケット・リスク相当額を８％で除して得       

た額       

オペレーショナル・リスク相当額を８％で除

して得た額 

信用リスク・アセット調整額     

オペレーショナル・リスク相当額調整額     

リスク・アセット等の額の合計額（ヲ）     

連結自己資本規制比率 

連結普通株式等 Tier１比率（（ハ）／

（ヲ）） 
％ ％

連結Tier１比率（（ト）／（ヲ）） ％  ％

連結総自己資本規制比率（（ル）／（ヲ）） ％  ％

調整項目に係る参考事項 

少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係

る調整項目不算入額 

その他金融機関等に係る対象資本調達手段の     



うち普通株式に係る調整項目不算入額 

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・

ライツに係るものに限る。）に係る調整項目

不算入額 

繰延税金資産（一時差異に係るものに限

る。）に係る調整項目不算入額 

Tier２資本に係る基礎項目の額に算入される引当金に関する事項 

一般貸倒引当金の額     

一般貸倒引当金に係るTier２資本算入上限額     

内部格付手法採用最終指定親会社において、

適格引当金の合計額から事業法人等向けエク

スポージャー及びリテール向けエクスポージ

ャーの期待損失額の合計額を控除した額（当

該額が零を下回る場合にあっては、零とす

る。） 

適格引当金に係るTier２資本算入上限額     

資本調達手段に係る経過措置に関する事項 

適格旧Tier１資本調達手段に係る算入上限額     

適格旧 Tier１資本調達手段の額から適格旧

Tier１資本調達手段に係る算入上限額を控除

した額（当該額が零を下回る場合にあって

は、零とする。） 

適格旧Tier２資本調達手段に係る算入上限額     

適格旧 Tier２資本調達手段の額から適格旧

Tier２資本調達手段に係る算入上限額を控除

した額（当該額が零を下回る場合にあって

は、零とする。） 

（注意事項） 

１ 「信用リスク・アセット算出手法」の欄には、標準的手法、基礎的内部格付手法又は先

進的内部格付手法のいずれかを記載すること。 

２ 「その他 Tier１資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の

科目に計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

３ 「Tier２資本調達手段に係る株主資本の額」として資本金及び資本剰余金以外の科目に

計上される金額がある場合、その内訳を欄外に記載すること。 

４ 遡及適用（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第２条第 43 号に規定す

る遡及適用をいう。）、連結財務諸表の組替え（同条第 44 号に規定する連結財務諸表の組

替えをいう。）又は修正再表示（同条第 45 号に規定する修正再表示をいう。）により、

「前期末」の欄の金額又は比率が前連結会計年度（同令第２条第 41 号に規定する前連結会

計年度をいう。）に係る報告時の金額又は比率と異なっているときは、その旨を欄外に記

載すること。 

（様式Ｂ－２） 

当期末 前期末



エクス

ポージ

ャーの

所在

国・地

域 

カウン

ター・

シクリ

カル・

バッフ

ァーの

水準の

計算に

用いた

各国・

地域の

信用リ

スク・

アセッ

トの額

の合計

額(百万

円) 

各国・

地域の

金融当

局が定

める比

率(%) 

適用さ

れるカ

ウンタ

ー・シ
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（注意事項） 

１ 「各国・地域の信用リスク・アセットの額の合計額(百万円)」とは、カウンター・シク

リカル・バッファー比率（法第 57 条の 17 第１項に掲げる基準に従い算出された比率をい

う。以下同じ。）の計算に用いるため、債務者の所在地を基礎として、各国・地域別に算

出された額をいう。       

２ 「各国・地域の金融当局が定める比率(%)」は、各国・地域の銀行監督当局が設定し、バ

ーゼル銀行監督委員会が公表する各国・地域の比率（Add-on (per cent of RWA)）（当該

比率が公表されていない場合には0%、2.5%を超える場合には2.5%）を記載すること。 

３ 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)」は、カウンター・シクリカ

ル・バッファー比率を記載すること（小数点第３位以下を切り捨て小数点第２位までを記

載）。 

４ 「適用されるカウンター・シクリカル・バッファー比率(%)（経過措置ベース）」は、平

成 28 年３月 31 日から起算して１年を経過する日までの期間においてはカウンター・シク

リカル・バッファー比率に 100 分の 25 を乗じて得た比率、平成 29 年３月 31 日から起算し

て１年を経過する日までの期間においてはカウンター・シクリカル・バッファー比率に 100

分の 50 を乗じて得た比率、平成 30 年３月 31 日から起算して１年を経過する日までの期間

においてはカウンター・シクリカル・バッファー比率に 100 分の 75 を乗じて得た比率をそ

れぞれ記載すること（小数点第３位以下を切り捨て小数点第２位までを記載）。 

５ 本表に定める各項目につき、該当する額が無い場合は行を削除せず、0と記載すること。 

２ 経理の状況 

⑴ 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最終指定親会社及びその子法人等について連結して作成する貸借対照表等に関する下記の事項

を記載すること。 

① 連結の範囲に関する事項 

② 持分法の適用に関する事項 

③ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

④ 会計方針に関する事項 

⑵ 連結財務諸表 



（注意事項） 

１ この様式において「連結財務諸表」とは、連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利

益計算書若しくは連結損益及び包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書又は指定国際

会計基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結包括利益計算書若

しくは連結損益及び包括利益計算書並びに連結株主資本等変動計算書に相当するものをいう。 

２ 「連結財務諸表」には、関連する注記を含むものとする。 

３ この報告書に記載する連結財務諸表は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指

定国際会計基準に従い作成されたものでなければならない。 

４ 最終指定親会社が、連結財務諸表を、指定国際会計基準に従い作成する場合においては、連

結財務諸表の作成方針として、当該基準又は慣行により記載が求められる（1）①から④まで

に相当する事項を記載するものとする。 


